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強化に係る要請(至急連絡) 

前略 

既に各行政機関及びマスコミ等を通じて既に宮崎県で２例、山口県下で１

例の本病発生が伝えられているところであります。 

本病は特に現在のような冬期の低温・乾燥に発生し易い伝染病であるため、

今冬におきましては、引続き高いレベルの本病に対する防疫意識と対策が養

鶏関係者には強く求められるところであります。 

つきましては、本病対策のポイント及び基本は動線(感染ルート)遮断とな

りますので、鶏舎・施設等の一般的外観の新旧は二の次であり、疫学的観点か

らより効果的となる以下の点にも留意されて一層の防疫対策に取り組まれる

ことを要請します。 

記 

１．感染源についての考え方 

本病ウイルスは特に中国・韓国において大量に存在するアヒルにより年間

を通してウイスルの増殖・感染を繰り返し、これが両国の鶏を含めた各種鳥

類に感染を繰り返して本病が常在化している実態にあること。 

このウイルスが、低温・乾燥となる感染好期の冬期に日本等の周辺国に人・

各位 

(案) 



物・野鳥等を介して我が国にウイルスが持ち込まれること。 

従って本病を含めた感染症対策にはウイルス等の病原体の数量レベルを

如何に低下させ感染レベル以下とすることが極めて重要となること。 

２．具体的対策 

(1) 外部者、特に養鶏関係者の農場内への立入り及び各種物品の搬入は極力

制限すること。やむを得ない場合には、関係者に対しては専用の手指消

毒・衣服・履物の交換、搬入物の消毒・車輛消毒等に努めること。 

(2) 従業員を含めて鶏舎内に入る場合には、鶏舎毎に専用の手指消毒・衣服・

履物・消毒槽の通過に努めること。 

(3) 可能であれば、野鳥・ネズミ等の侵入対策のため、鶏舎・飼料タンク等

の施設を防鳥ネット(できれば建物の敷居レベルまで)で覆うことは極

めて有効な対策であること。 

(4) 本病ウイルスは特に感染鳥類の糞便中に極めて多量に排出されるため、

養鶏場内で発見される野鳥等の糞便については、触れることなく消毒薬

等により処理すること。 

(5) 感染ルートの各段階の各々についてウイルスが存在することを前提に

感染量レベル以下に下げることに努めること。 

＝参考＝ 

養鶏場入口 → 事務所 → 管理室 → 鶏舎内の各段階で専

用の器具等により手指消毒・踏込消毒・衣服交換・物品の搬

入制限等を徹底すること。 
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